
 

 1 

平成２９年７月１１日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 不当利得返還請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年５月１６日 

 

判     決 

原告           株式会社Ｘ 

被告           国 

被告           破産者株式会社Ａ破産管財人 

Ｙ１ 

 

       主     文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告国は、原告に対し、１２２万７１２２円及びこれに対する平成２８年８

月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告破産者株式会社Ａ破産管財人Ｙ１は、原告に対し、７７万２８７８円及

びこれに対する平成２８年８月２６日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告が、株式会社Ａが原告に対して有する債権として山形税務署長

に差し押さえられた債権について、第三債務者として支払をし、支払われた金

銭の一部が滞納国税に充当され、残額が被告破産者株式会社Ａ破産管財人Ｙ１

（以下「被告破産管財人」という。）に交付されたところ、 当該債権はＢ株式
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会社（以下「Ｂ」という。）に帰属するものであり、被告らが受けた利益は法

律上の原因に基づかないものであるとして、不当利得返還請求権に基づき、被

告国に対し利得金１２２万７１２２円及びこれに対する訴状送達の日の翌日で

ある平成２８年８月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅

延損害金の支払を、被告破産管財人に対し利得金７７万２８７８円及びこれに

対する訴状送達の日の翌日である同日から支払済みまで民法所定の年５分の割

合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。 

２ 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。） 

（１） 当事者 

ア 原告 

原告は、山形市に本店を置き、冠婚葬祭業を営む株式会社である。 

原告の旧商号は、株式会社Ｃであり、平成２６年７月●日、株式会社Ｄ

を合併し、同日、その商号を現商号に変更した。 

株式会社Ｄは、山形市に本店を置き、冠婚葬祭業を営んでいた株式会社

であり、平成１０年２月２７日、その商号を旧商号である株式会社Ｅから

株式会社Ｄに変更したが、平成２６年７月●日、原告に合併し解散した（以

下、同合併前の同社と原告を併せて「原告」という。)。 

イ 破産者株式会社Ａ 

破産者株式会社Ａは、山形市に本店を置き、乾物、海産物加工品などの

卸販売業を営んでいた株式会社である。同社の旧商号は、株式会社Ｆであ

り、平成９年２月１８日、その商号を現商号に変更した（以下、同社を商

号変更の前後を通じて「Ａ」という。）。 

Ａは、平成２７年７月●日午前１１時、山形地方裁判所から破産手続開

始決定を受け、被告破産管財人が破産管財人に選任された。 

ウ Ｂは、愛媛県に本店を置き、花かつを削り節及び鰹パックの製造販売

等を営む株式会社である。Ｂは、平成２年６月２８日、 その商号を旧商
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号であるＧ株式会社から現商号に変更したが、同変更前から、Ｂ株式会社

名義で取引を行っていた。 

（２） 平成１５年物品取引契約 

原告は、平成１５年７月１日、Ａとの間で、原告が業務上使用する商品

の納品取扱いに関し、以下のとおり合意した（以下、この合意を「平成１

５年物品取引契約」という。甲１４、乙Ａ６)。 

ア 取引対象商品 

ギフト商品 

イ 取引内容 

① 原告は、Ａに対し、商品を発注し、これを販売する。 

② Ａは、原告の指定する納品日、納入時間及び納入場所を遵守し、上代

の６５％の掛け率で商品を納める。 

ウ 契約期間 

① 契約締結の日より１年間 

② 原告又はＡが、期間満了の３か月前までに相手方に対して書面による

申入れを行わないときは、契約終了の翌日からさらに１年間有効期間を

更新するものとし、以降も同様とする。 

エ 預り保証金 

原告は、Ａにより両者で決めた金額の保証金を預かるものとし、原告は、

契約解除の時に、これをＡに返却する。なお、預り保証金は無利子とする。 

（３） 山形税務署長による差押え等 

ア 山形税務署長は、平成２７年７月９日、Ａの未納付となった消費税及

び地方消費税（以下、これらを併せて「本件滞納消費税」という。）につ

いて国税徴収法４７条２項に基づき、Ａの未納付となった源泉所得税及び

復興特別所得税（以下、これらを併せて「本件滞納源泉税」といい、本件

滞納消費税と併せて「本件滞納消費税等」という。）について同条１項に
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基づき、平成１５年物品取引契約に基づく保証金２００万円（以下「平成

１５年預り保証金」という。）の返還請求権（以下「本件債権」という。）

をそれぞれ差し押さえた（以下、これらの差押えを併せて「本件各債権差

押え」という。）。原告は、本件滞納消費税の徴収に係る債権繰上差押通

知書（以下「本件債権繰上差押通知書」という。）を同月１０日午後４時

２７分に、本件滞納源泉税の徴収に係る債権差押通知書（以下「本件債権

差押通知書」という。）を同月９日午後４時２７分に、それぞれ受領した。

（甲６、７、乙Ａ１２ないし１４） 

イ 本件各債権差押えに際し、山形税務署徴収職員は、原告に対し、本件

債権の存否について確認したところ、原告は、Ａに対して本件債権に係る

債務があること自認し、その関係資料を提出した。また、原告は、Ａから

の預り保証金について、昭和５８年７月８日に１００万円、平成５年９月

に１００万円をそれぞれ預かり、平成１５年物品取引契約締結以降に保証

金の預入れや返却はなかった旨回答した。（甲６、乙Ａ６、７、１５、１

６） 

ウ 原告は、平成２７年７月１０日、平成１５年物品取引契約を解除した

（乙Ａ１６）。 

エ 原告は、平成２７年７月３１日、被告国に対し、差押債権の弁済とし

て２００万円の弁済を行い、このうち合計１２２万７１２２円が本件滞納

消費税等に充当され、残額７７万２８７８円が被告破産管財人に交付され

た（甲８、乙Ａ１８の１、１８の２）。 

（４） 本件訴訟に至る経緯 

原告は、平成２７年９月８日、山形税務署長に対し、債権者不確知を理

由に本件各債権差押えについてそれぞれ異議を申し立て、山形税務署長は、

同年１１月２７日、本件各債権差押えが既に債権取立手続により終結し、

存在しないことを理由に、上記各申立てをいずれも却下した（乙Ａ１９の
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１、１９の２、２０の１、２０の２）。 

３ 争点 

（１） 原告が被告破産管財人に対して請求する不当利得返還請求権は破産債権

に該当しないものであるか 

（２） 本件債権の債権者はＢであるか 

４ 争点に関する当事者の主張 

（１） 争点（１）（原告の被告破産管財人に対する不当利得返還請求権の破産

債権該当性）について 

（原告の主張） 

本件各債権差押えは、Ａの破産手続開始決定前に行われているが、原告が

被告破産管財人に対して請求する７７万２８７８円の債権（以下「本件不

当利得返還請求権」という。）は、破産手続開始後に破産財団に対して生

じた不当利得であり、財団債権に該当する。 

（被告破産管財人の主張） 

本件不当利得返還請求権の原因となった本件各債権差押えは、Ａの破産手

続開始決定の前に行われているから、本件不当利得返還請求権は、破産手

続開始前の原因に基づいて生じたといえ、破産債権に該当する。 

したがって、本件訴えは、不適法として却下されるべきである。 

（２） 争点（２）(本件債権の債権者）について 

（原告の主張） 

平成１５年物品取引契約は、原告、Ａ及びＢの三社間の契約であり、本件

平成１５年預り保証金は、Ｂが原告に対して差し入れたものであるから、

本件債権の債権者はＢである。したがって、Ａの原告に対する保証金の返

還請求権は存在せず、本件各債権差押えに基づき被告国が原告から受けた

弁済は、債務の本旨に従った弁済ではなく、被告らの利得には法律上の原

因がない。 
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（被告らの主張) 

平成１５年預り保証金は、平成１５年物品取引契約に基づき、Ａが原告に

支払ったものであり、Ｂはその原資を負担したにすぎず、平成１５年預り

保証金２００万円の返還請求権はＡに帰属していたというべきである。 

なお、平成１５年預り保証金以前の預り保証金は、Ａが原告に差し入れた

ものであったところ、Ａ及びＢを当事者とする平成１８年１０月１０日付

け覚書（以下「平成１８年覚書」という。甲１５、乙Ａ７）に基づく合意

（以下「平成１８年覚書合意」という。）によって、それまでの預り保証

金の取扱いに関する契約関係が変更されたとはいえない。平成１８年覚書

にあるＢが原告に対し２００万円の預り保証金を差し入れる旨の記載は、

誤記である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記前提事実に加え、証拠（各事実の後に付記する。）及び弁論の全趣旨に

よると、以下の事実を認めることができる。 

（１） 原告、Ａ及びＢ間の商品取引契約等 

ア 原告は、昭和５８年６月２７日、Ｂとの間で、原告が業務上使用する

物品の納品取扱いに関し、以下のとおり合意した（以下、この合意を「原

告・Ｂ間の物品取引契約」という。甲９、乙Ａ１）。 

（ア） 取引条件 

① 代金決済 月末締切り、翌月１５日の銀行振込み 

② 納品内容 ギフト 花かつお類 

③ 納入指定業者 Ａ 

(イ） 期間 

昭和５８年７月１日から昭和６８年６月３０日までの１０年 

(ウ） 預り金の負担 
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Ｂは、原告に対し、預り金として、１００万円を支払うものとし、

この預り金は無利子で預かるものとする。 

イ Ｂは、原告・Ｂ間の物品取引契約に基づき、昭和５８年７月８日、原

告に対し、預り金として１００万円を支払った。原告は、この預り金を、

原告とＢとの継続的物品取引についての営業権として１０年間無利子で

預かるものとし、前記期限後に取引を継続するに当たっては、この預り金

を、再営業権として充てるか、双方協議により償還することとした。(甲

１０、乙Ａ２の１、２の２) 

ウ 原告は、平成５年７月１日、Ａとの間で、原告が業務上使用する物品

の納品取扱いに関し、以下のとおり合意した（以下、この合意を「平成５

年物品取引契約」という。甲１１、乙Ａ３）。 

（ア） 取引条件 

① 代金決済 月末締切り、翌月２０日銀行振込み 

② 納品内容 海苔、その他ギフト商品 

（イ） 期間 

平成５年７月１日から平成１５年６月３０日までの１０年間 

（ウ） 預り金の負担 

Ａが、預り金として、原告に対し２００万円を支払うものとし、こ

の預り金は無利子で預かるものとする（以下、この預り金を「平成５

年預り保証金」という。）。 

エ 原告、Ａ及びＢは、平成５年９月２８日、平成５年物品取引契約に関

し、覚書を作成し、以下のとおり合意した（以下、この合意を「平成５年

覚書合意」という。甲１３、乙Ａ４）。 

（ア） 物品取引契約書は、原告及びＡとの間で締結すること 

（イ） 原告にＢの製品を納入するに当たり、原告に対して２００万円の

預り保証金を積み立てること 
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（ウ） 原告の展示会の時には、三社の商談で決定した商品を陳列し、販

売すること 

（エ） Ａは、上記（イ)の保証金及び毎月の販売実績検討に責任を負うこ

と 

（オ） 特殊事情が生じた際は、三社で協議した上で、その都度決定する

こと 

（カ） 期間は平成５年７月１日から平成１５年６月３０日までの１０年

間とすること 

オ 原告、Ａ及びＢは、平成５年９月２８日、平成５年預り保証金２００

万円をＢが負担すること、このうち１００万円は原告・Ｂ間の物品取引契

約における保証金１００万円を充当することを合意し、Ｂは、残りの１０

０万円を新たに出捐した（甲１２、乙Ａ５、弁論の全趣旨）。 

カ（ア） 原告は、平成１５年７月１日、Ａとの間で、平成１５年物品取

引契約につき合意した（前記前提事実）。 

（イ） 平成１５年預り保証金には、平成５年預り保証金がそのまま流

用された（当事者間に争いがない）。 

キ 原告、Ａ及びＢを当事者とする平成１８年１０月１０日付け平成１８

年覚書には、平成１５年物品取引契約に関し、以下のとおりの内容を確認

したとの記載がある（甲１５、乙Ａ７）。 

（ア） 物品取引契約書は、原告及びＡとの間で締結すること 

（イ） 原告にＢの製品を納入するに当たり、Ｂは、原告に対し２００万

円の預り保証金を差し入れること 

(ウ） 原告の展示会の時には、三社の商談で決定した商品を陳列し、販

売すること 

（エ） Ａは、上記（イ）の保証金及び毎月の販売実績検討に責任を負う

こと 
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（オ） 特殊事情が生じた際は、三社で協議した上で、その都度決定する

こと 

（２） 原告における預り保証金の取扱い等 

ア 原告は、Ｂ及びＡ以外の取引業者との間でも、預り金として保証金の支

払を受け、これを無利子で預かることとする旨の合意をしていた（甲１９

の１、１９の２、２０の１、２０の２）。 

イ 原告は、平成４年７月１日から平成５年６月３０日までの事業年度の

決算報告書に、「Ｂ」を相手方とする１００万円の預り保証金があること

を計上していた（甲１６の１）。 

原告は、平成５年７月１日から平成６年６月３０日まで、同年７月１日

から平成７年６月３０日まで、同年７月１日から平成８年６月３０日まで

及び同年７月１日から平成９年６月３０日までの各事業年度の決算報告

書に、「Ｂ（Ｆ）」を相手方とする２００万円の預り保証金があることを

計上していた（甲１６の２ないし１６の５）。 

原告は、平成９年７月１日から平成１０年６月３０日までの事業年度の

決算報告書には、「Ａ」を相手方とする２００万円の預り保証金があるこ

とを計上していた（甲１６の６）。 

原告は、平成２１年７月１日から平成２２年６月３０日まで、同年７月

１日から平成２３年６月３０日まで、同年７月１日から平成２４年６月３

０日まで、同年７月１日から平成２５年６月３０日まで、同年７月１日か

ら平成２６年６月３０日まで及び同年７月１日から平成２７年６月３０

日までの各事業年度の決算報告書に、「Ａ」を相手方とする２００万円の

預り保証金があることを計上していた（乙Ａ２１の１ないし２１の６）。 

２ 争点（１）(本件不当利得返還請求の破産債権該当性）について 

（１） 破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財
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産上の請求権であって、財団債権に該当しないものであるところ（破産法

２条５項）、破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除いて、破産

手続によらなければ行使することができない（同法１００条１項）。 

破産法２条５項所定の「破産手続開始前の原因」とは、必ずしも破産債権

の発生原因の全部が破産手続開始決定前に備わっている必要はなく、主た

る発生原因が備わっていれば足りるものと解されることから、本件不当利

得返還請求権が、その主たる発生原因が破産手続開始決定前に備わってい

るとはいえず破産債権に該当しないといえるか、以下検討する。 

（２）ア 原告は、本件不当利得返還請求権の発生原因として、原告の被告国に

対する平成２７年７月３１日の２００万円の支払によって原告に損失が

生じ、当該２００万円が本件滞納消費税等へ充当されるとともに被告破産

管財人ヘ交付されたことによって被告らに利得が生じていると主張して

いるのに対し、被告破産管財人は、本件各債権差押えが破産手続開始決定

前にされていることをもって、本件不当利得返還請求権が破産手続開始前

の原因に基づいて生じた請求権であり破産債権である旨主張する。 

イ 確かに、国税徴収法上、債権を差し押さえるときは、第三債務者に対

して、滞納者に対する履行を禁じなければならないとされており（国税徴

収法６２条２項、同法施行令２７条１項４号)、この禁止に反してされた

第三債務者の支払は、差押債権者である国には対抗し得ず、差押債権者で

ある国は、差し押さえた債権がなお存在するものとして第三債務者に対し

て弁済を請求することができると解されているから、本件各債権差押えに

よって、第三債務者である原告は、本件債権の処分が禁止されることにな

る（もっとも、債権差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達

されたときに生じる（国税徴収法６２条３項)ところ、前記前提事実（３）

アのとおり、本件滞納源泉税の徴収のために行われた差押えの効力は、Ａ

の破産手続開始決定前である平成２７年７月９日午後４時２７分に生じ
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たものの、本件滞納消費税の徴収のために行われた繰上差押えの効力は、

原告が本件債権繰上差押通知書を受領した同月１０日午後４時２７分に

生じたのであり、Ａの破産手続開始決定前には生じていなかったことが認

められる。）。 

しかし、徴収職員は、差し押えた債権の取立てをすることができるもの

の（国税徴収法６７条１項）、取立ての目的・範囲を超えるような形成権

の行使はできないと解されている。前記前提事実（２）（３）及び前記認

定事実（１）によれば、平成１５年預り保証金の合意は、平成１５年物品

取引契約に付随して行われたものであり、本件債権は、平成１５年物品取

引契約が解除されることを停止条件とする債権であると認められるとこ

ろ、徴収職員が平成１５年物品取引契約を解除することは、取立ての目

的・範囲を超えるものでないとは言い難い（前記前提事実（３）ウのとお

り、本件においても、平成１５年物品取引契約の解除を行ったのは、原告

であることが認められる。）。 

また、徴収職員が金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者

から差押えに係る国税を徴収したものとみなされるところ（国税徵収法６

７条２項）、徴収職員は、直接第三債務者の財産について滞納処分をする

ことができず、第三債務者に対する任意の履行請求のほかには、給付の訴

えの提起等を行い、その債務名義に基づいて第三債務者の財産に対して強

制執行をするなど一般の民事上の手続に従うこととなる。そして、第三債

務者等から給付を受けた金銭を差押えに係る国税や交付要求を受けた国

税、地方税及び公課等へ配当した後、残余があるときは、滞納者にも交付

される（国税徴収法１２８条１項２号、１２９条３項）。したがって、被

告国は、本件各債権差押えのみによって確定的に国税を徵収できるわけで

はなく、また、被告破産管財人は、本件債権差押えに係る国税等への配当

がされてもなお残余が残る場合にのみ交付を受けることができるにすぎ
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ない。 

以上のとおり、原告は、本件各債権差押えにより、本件債権の処分は禁

止されるから、一定程度不利益を受けるものの、本件債権発生の条件であ

る平成１５年物品取引契約の解除権を有していたこと、差押債権者である

被告国は、本件各債権差押えのみによって確定的に国税を徴収できるわけ

ではないこと、まして、被告破産管財人は、本件各債権差押えに係る国税

等への配当がされてもなお残余が残る場合にのみ交付を受けることがで

きるのであって、本件各債権差押えの効力が発生した時点で交付を受けら

れるかどうか不確定であることが認められるのであるから、かかる事実関

係においては、本件各債権差押えの効力が発生したことのみをもって、原

告に損失が生じ、Ａに利得が発生していたとはいえないというべきである。 

ウ したがって、本件不当利得返還請求権は、その主たる発生原因が破産

手続開始前に備わっていたとはいえないから、破産債権には該当せず、被

告破産管財人に対する原告の訴えは適法である。 

３ 争点（２）(本件債権の債権者）について 

（１） 平成１５年物品取引契約の商品取引契約書（甲１４、乙Ａ６）には、原

告とＡとの間の契約内容として、原告が、Ａより、両者で決めた金額の保

証金を預かるものとし、契約解除の時はこれを原告がＡに返却しなければ

ならない旨記載されており（甲１４、乙Ａ６）、同契約書の成立の真正に

争いはないことからすると、平成１５年預り保証金の返還請求権である本

件債権の債権者がＢであるとはにわかに認め難い。 

（２） これに対し、原告は、平成１５年物品取引契約等の原告とＡとの間の「ギ

フト花かつを類」に関する契約は、原告、Ａ及びＢの三社間の契約であり、

Ｂが原告に対して預り保証金を積み立てたものであるから、本件債権の債

権者はＢであり、平成１８年覚書はＢが原告に対して預り保証金を差し入

れことを確認したものであると主張する（なお、被告らは、平成１８年覚
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書における、Ｂが原告に預り保証金を差し入れるとの記載が誤記であると

主張するところ、後述のとおり、当該記載は、平成１５年預り保証金の出

捐元がＢであるという事実と整合的であるし、他に当該記載が誤記である

とうかがわれる事実は認められないから、被告らの当該主張は採用できず、

平成１８年覚書に記載されている事実の合意(平成１８年覚書合意）があっ

たこと自体は認められる。）。 

（３） 確かに、前記前提事実（２）及び認定事実（１）のとおり、原告・Ｂ間

の物品取引契約、平成５年物品取引契約及び平成１５年物品取引契約の取

引対象商品は、Ｂが製造している「ギフト」類であること、原告・Ｂ間の

物品取引契約において、Ａが納入業者として指定されていたこと並びに平

成５年物品取引契約及び平成１５年物品取引契約に関して、原告、Ａ及び

Ｂの三社間の商談や協議が想定されていたことが認められるから、平成５

年物品取引契約は、原告・Ｂ間の物品取引契約を受けて締結されたもので

あり、原告・Ｂ間の物品取引契約から平成１５年物品取引契約が解除され

るまで、原告によるＢが製造している「ギフト」類の仕入れ（以下「本件

ギフト類の仕入れ」という。）には、原告、Ａ及びＢの三社が関与してい

たというべきである。 

しかし、前記認定事実（１）のとおり、平成５年以前の原告・Ｂ間の物品

取引契約においては、原告とＢが契約の当事者となっていたところ、平成

５年物品取引契約及び平成１５年物品取引契約の各契約書においては、い

ずれも原告及びＡのみが当事者として記載されており、Ｂは当事者として

記載されておらず、平成５年覚書合意及び平成１８年覚書合意において、

いずれも原告及びＡとの間で物品取引契約書を締結する旨確認しているこ

とが認められることからすると、原告、Ａ及びＢの三社は、本件ギフト類

の仕入れの契約当事者を意図的に原告及びＡにしていたというべきである。 

また、平成５年物品取引契約及び平成１５年物品取引契約が、原告、Ａ及
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びＢの三社間の取引に関する合意であるならば、平成５年覚書合意及び平

成１８年覚書合意において、ＢとＡとの間の契約関係について何らかの合

意がされていてしかるべきところ、同契約関係については一切触れられて

いない。 

さらに、前記前提事実（２）のとおり、平成１５年預り保証金に関する合

意は、物品の取引関係に関する合意と共に平成１５年物品取引契約におい

てされており、前述のとおり、本件債権は、平成１５年物品取引契約が解

除されることを停止条件とする債権であると認められるから、預り保証金

の返還請求権たる本件債権が本件ギフ卜類の仕入れの契約と独立した関係

にあるとはいえない。 

以上の事実からすれば、平成５年覚書合意及び平成１８年覚書合意がある

からといって、直ちに平成１５年物品取引契約が三社間の取引であるとま

で認めることはできない。 

（４） 前記認定事実（１）オのとおり、原告、Ａ及びＢの三社は、平成５年預

り保証金２００万円として、原告・Ｂ間の物品取引契約におけるＢからの

保証金１００万円及びＢからの新たな出捐を充てる旨合意したと認められ

ること、前記認定事実（１）カのとおり、平成１５年預り保証金には平成

５年預り保証金が充てられていることからすれば、Ｂが、平成１５年預り

保証金全額を出捐しているというべきである。 

しかし、前記認定事実（１）カのとおり、平成１８年覚書合意において、

Ｂが２００万円の預り保証金を差し入れるとあるものの、前述のとおり、

平成１５年預り保証金には平成５年預り保証金が流用されており、Ｂが現

実に原告に対して２００万円を差し入れたという事実は認められず、前記

認定事実（１）キによれば、平成１８年覚書合意において、預り保証金の

返還先がＢである旨の合意はなく、むしろ、かかる保証金についてＡが責

任を負う旨の合意があることが認められる。また、前記認定事実（１）キ
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のとおり、平成１８年覚書合意は、飽くまで平成１５年物品取引契約を前

提にしているものであることが認められる。これらの事実からすれば、平

成１８年覚書合意における預り保証金の規定は、平成１５年預り保証金に

Ｂが出捐した平成５年預り保証金を充当したことを確認したにすぎないと

いえるのであるから、Ｂが平成１５年預り保証金の出捐者であることのみ

をもって、直ちにＢが本件債権の債権者であるということはできない。 

また、Ｂは、原告が本件ギフト類の仕入れを行うことについて、一定の利

害関係を有しているのであるから、契約の当事者ではないものの、預り保

証金の原資を負担することが不合理であるとはいえない。 

さらに、前記認定事実（２）のとおり、原告は、その決算報告書において、

平成４年７月１日から平成５年６月３０日までの事業年度は、１００万円

の預り保証金の相手方を「Ｂ」とし、同年７月１日から平成７年６月３０

日まで、同年７月１日から平成８年６月３０日まで及び同年７月１日から

平成９年６月３０日までの各事業年度は、２００万円の預り保証金の相手

方を「Ｂ（Ｆ）」として計上していたことが認められるところ、前記認定

事実（１）アないしウ及び前示した事実のとおり、昭和５８年、原告とＢ

との間で原告・Ｂ間の物品取引契約が締結され、原告・Ｂ間の物品取引契

約に基づきＢが原告に対し１００万円の預り金を支払い、平成５年７月１

日、原告とＡとの間で平成５年物品取引契約が締結され、同年９月２８日、

平成５年物品取引契約に基づきＢの出捐により平成５年預り保証金２００

万円が支払われたことからすると、同年７月１日以降の事業年度の決算報

告書において、預り保証金の相手方が「Ｂ」から「Ｂ（Ｆ）」となったこ

とは不自然ではなく、「Ｂ（Ｆ)」との記載がＢのみを指すものとも認め難

い上、かえって、前記認定事実（２）のとおり、平成９年７月１日から平

成１０年６月３０日までの事業年度の決算報告書及び平成２１年７月１日

以降の事業年度の決算報告書には２００万円の預り保証金の相手方を「Ａ」
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としていることからすると（この記載が誤記である旨の原告の主張はにわ

かに採用し難い。）、原告の決算報告書の記載をもって本件債権の債権者

がＢであるということはできない。 

（５） 以上のとおり、成立に争いがない平成１５年物品取引契約の商品取引契

約書には、原告及びＡを契約当事者として、原告が契約解除のときに保証

金をＡに返却しなければならない旨記載されているところ、本件ギフト類

の仕入れに関する一連の流れ、平成１８年覚書合意の存在及びＢが平成１

５年預り保証金の出捐者であることといった事情は、本件債権の債権者が

Ａであることと矛盾するものではないから、平成１５年物品取引契約が、

原告、Ａ及びＢの三社間の契約であるとまでは認められず、本件債権の債

権者がＢであるということはできない。 

第４ 結論 

よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、

主文のとおり判決する。 
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